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公益財団法人　日本財団

募集要項



　　　　 類似業務については、以下のいずれかであること。
　　　　 ① 河川・海岸ごみ調査（複数地点での定量計測を含む）
　　　　 ② 環境アセスメント業務
　　　　 ③ 自治体の環境実態調査

2026年9⽉上旬（所定の⼿続き完了後）から2027年3月31日

　２． 参加する者に必要な資格

瀬戸内オーシャンズXに係る海洋ごみ実態調査及び過年度調査との比較業務

　実績等の点からも選定を行う公募型企画競争により選定するにあたって必要な事項を定めるものである。
　本募集要項は、１．業務概要に記載の業務に最適な受託候補者を、価格のみの競争によらず、企画力・技術力・

（２）業務内容
　　　提案依頼書に(日本財団 HP 電子公告)に掲載のとおり
（３）上限総額（消費税率及び地方消費税率10％を含む）

¥67,000,000
※契約金額については、上限の範囲内で受託候補者と提案内容について調整の上決定する。

公益財団法人　日本財団
経理部財務チーム

　１.　業務概要
（１）案件名

募　集　要　項

　　　　 出来なかった者および競争参加資格がないと通知された者は本競争に参加できない。
（２）競争参加資格の確認は、参加申請書提出期限の日をもって行うものとし、その結果は「参加資格審査結果
　　　　 通知書」を以て別紙記載スケジュールの参加資格審査結果通知期限までに電子メールにて通知する。

　3．参加申請方法
（１）本競争の参加希望者は、参加の意思及び 「2.参加する者に必要な資格」に掲げる競争参加資格を有する事を
　　　　 証明するために、別紙記載の必要書類を「9.問い合わせ先」のアドレスまで電子メールにて提出しなければならない。
　　　　 なお、同別紙記載の参加申請書提出期限までに申請に必要な書類が不備なく、全て揃っていることが確認

（１）令和7・8・9年度関東甲信越地域における競争参加資格（全省庁統一参加資格）
　　　　「役務の供給等」で「B｣の等級以上に格付けされていること。

（２）過去3年以内に業務内容、規模において類似業務の実績が2件以上あること。

（３）日本財団契約規程第11条（一般競争参加者の排除）に該当しない者であること。
（４）日本財団契約規程第12条（一般競争参加者の制限）に該当しない者であること。
（５）官庁から指名停止又は一般競争参加資格停止を受けている期間中に該当しない者であること。

（４）履行期限

　　　　格付けが無い場合は、類似業務実績が2年以内に2件以上あり、経営状況等が
　　　［B］以上の等級と同格であること。
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評価項目

業務の実施方針等

提案価格

評価基準

経営の安定性/資金力、類似業務の経験/能力、業務執行体制/バックアップ体制、
関係法令等の理解など

業務責任者及び担当者の経験/能力、説明、受け答えの的確性/説得力など

業務内容の妥当性/独創性、業務方法の妥当性/独創性、作業計画の妥当性/効率性など

コストダウンに関する工夫/具体性など

事業者としての経験・能力

　上記協議が整わなかった場合、 受託候補者が本件の契約を辞退した場合、契約締結前に官庁から指名停止を受ける

（３）決定の通知は、別紙記載の期限までに行うものとし、金額及び各社の評点については当財団公式HPにて
　　　　　公表を行うが、企業名等については落札者の名称のみ公表する。評価結果の詳細については公表しない。

　６．受託候補者との協議
　５．受託候補者の決定方法により決定した受託候補者と日本財団の協議により、委託費・委託業務の詳細な内容に
　ついて再度調整を行い、協議が整った場合、委託契約を締結する。

業務責任者及び担当者の経験・能力

　(４) プレゼンテーションの日時及び方法
     別紙記載のとおり　（詳細は別途参加資格結果通知書にて通知する）
　　　※状況に応じて実施日時及び方法について変更もしくは中止をする場合がある。

　5.  受託候補者の決定方法
（１）参加要件を満たす者については、企画提案書を基に30分程度のプレゼンテーションを行なう。
（２）下記評価項目ごとに複数名が採点し、その集計結果により受託候補者を決定するものとする。

　　（ア）参加資格審査結果通知書により参加資格を有した者は、別紙記載の企画提案書・見積書提出期限までに
　　　　　　日本財団に対し「企画提案書及び見積書」を電子メールにより本募集要項最終頁に記載の問い合わせ先に
　　　　　　あるメールアドレス宛に提出するものとする。

　　　　※様式は任意とするが、見積書は内訳書を作成し、可能な限り業務内容ごとの費用を明記した上で、社判の
　　　　　　押印がされたものを提出すること。
　　（イ）提出された提案書及び見積書は、その内容について当財団が提案依頼書を基に厳正に評価する。

（１） 募集要項及び提案依頼書の交付期間
　　日本財団 HP( http://www.nippon-foundation.or.jp)及び別紙記載の提案依頼書/申請書類交付期限まで
（２） 提案依頼書に関する質問及び回答
　　提案依頼書に関する質問については、企画提案書提出期限まで随時受け、質問の回答については参加申請書
　　を提出した全事業者に質問者名を伏せた上で回答する。
（３）企画提案書・見積書の提出

（３）本競争の参加希望者は、申請書について日本財団より説明を求められた場合は、それに応じなければならない。

　４.  審査手続等

万が一、変更か中止が決定した場合は速やかにメールまたは電話にて申請書に記載の連絡担当者に連絡する。

（４）資本関係又は人的関係がある者同士（具体的な要件は平成27年3月6日付大臣官房地方課長「工事の
　　　　発注に当たっての建設業者の選定方法等について」の「2．基準」ご参照）が本競争に参加することは不可。
　　　　参加資格申請書類の提出後に判明した場合は企画提案書・見積書提出期限までに辞退者を決めること。なお、
　　　　このために当事者間で連絡を取ることは差し支えない。
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　公益財団法人日本財団 経理部　財務チーム　公募型企画競争担当窓口（担当：藤田）
  E-mail: tnf_keiyaku@ps.nippon-foundation.or.jp
　Tel：03-6229-2620
　〒107-8404　東京都港区赤坂1-2-2　日本財団ビル

以上

　(６)　提出された提案書等の書類に記載すべき事項の全部または一部が記載されていないものは、無効の扱いとする。

　(８)　提案書類等で用いる言語は日本語、通貨は日本円とする。
　(９)　本件にかかる予算が成立しない場合、日本財団は契約を締結しないまたは解除することができる。
　　　　　なお、これに伴う提案者の損失について、日本財団は損害賠償の責を負わないものとする。 

　9.問い合わせ先

　８．その他事項
　(１)　提出書類の作成および提出等、企画競争に係る費用は提案者の負担とする。
　(２)　提出された書類は返却しない。日本財団の所定の保存年限経過後に廃棄する。
　(３)　審査書類提出から契約締結までの間に欠格事項に該当することとなった場合は、その時点で失格とする。

　(５)　提出された提案書等の書類に虚偽の記載をした場合は、無効の扱いとする。

　など欠格事項に該当した場合、又は、虚偽の提案を行ったことが判明した場合、当該事業者を失格とし、審査結果が
　次順位のものを新たに受託候補者として選定することができる。

　７．一括再委託の禁止
　受託者は委託業務の全部を一括して第三者に再委託してはならない。また、委託業務の一部を第三者に再委託しよう
　とするときは、あらかじめ日本財団の承諾を得なければならない。

　(４)　別紙スケジュールの期日の通りに正当な理由なく企画提案書・見積書の提出がなされなかった場合や
　　　　プレゼンテーションが実施されなかった場合は失格とする。

　(７)　「３．参加申請方法」（４）記載の資本関係又は人的関係がある者同士の参加は失格とする。但し、
　　　　　企画提案書・見積書提出期限までにいずれかが辞退した場合、残る一者の参加は有効とする。
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提案依頼書/申請書類交付期限： 2026年7月16日(木) 15時迄

参加申請書提出期限： 2026年7月16日(木) 15時迄

参加資格審査結果通知期限： 2026年7月23日(木)

企画提案書・見積書提出期限： 2026年8月13日(木) 15時迄

プレゼンテーション候補日①： 2026年8月17日(月)

プレゼンテーション候補日②： 2026年8月18日(火)

結果通知： 2026年8月25日(火)

以上

　　　　※「役務の供給等」で「B」等級以上を取得していることを証する資格審査結果通知書の写し

（５）会社経歴書
（６）直近2期分の単体決算財務諸表（Ｂ／Ｓ、Ｐ／Ｌ）
（７）過去3年以内の類似業務実績表(２件以上) ※公示のＨＰからダウンロードできる当財団指定のもの

２．参加申請に必要な書類
（１）参加資格申請書　※公示のＨＰからダウンロードできる当財団指定のもの
（２）申告書　※公示のＨＰからダウンロードできる当財団指定のもの
（３）秘密保持同意書　※公示のＨＰからダウンロードできる当財団指定のもの
（４）令和7、8、9年度関東甲信越地域に於ける競争参加資格（全省庁統一資格）

　※この期日まで仕様書に対する質問を受付る
　※オンラインにて実施とし,候補日のいずれの日時
     が各社のプレゼンテーションとなるかは参加資格
     結果通知にて知らせる

別紙

1.　スケジュール

　　　　　なお、資格を所持していないものは、事前に「B]と同等以上であること全省庁の基準を基に確認し、
　　　　　確認書類と共に、資格を所持していない旨を申請書提出時に申告のこと。
　　　　　当財団で(5) (6) (7)の資料及び前述の確認書類をもとに審査を行う。
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